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告

示

福
井
県
告
示
第
４
１
０
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
２
９
年

４
月
２
５
日
付
け
で
足
羽
文
殊
土
地
改
良
区
の
定
款

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　
平
成
２
９
年
９
月
２
７
日

２
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

　
⑴
　
名
称

　
　
 　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
レ
ー
シ
ア
国
際
交

流
協
会

　
⑵
　
代
表
者
の
氏
名

　
　
 　
Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ｄ
　
Ｓ
Ｙ
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｒ
　
Ｂ
Ｉ
Ｎ
　

Ａ
Ｂ
Ｄ
　
Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｋ

公

　

告

　
⑶
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
 　
福
井
県
鯖
江
市
船
津
町
４
丁
目
４
番
５
号
　

サ
ン
ハ
イ
ツ
．
１
Ｄ

　
⑷
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　
 　
こ
の
法
人
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
日
本
の
国
際

交
流
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
環
境
活
動
お
よ
び
、
マ

レ
ー
シ
ア
か
ら
の
誘
客
活
動
を
行
い
、
国
際
理

解
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
 　
平
成
２
９
年
９
月
２
７
日
か
ら
平
成
２
９
年

１
０
月
２
６
日
ま
で

　
⑵
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
 　
福
井
県
総
合
政
策
部
ふ
る
さ
と
県
民
局
女
性

活
躍
推
進
課
ふ
く
い
県
民
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
内

　
　

　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第

２
０
３
号
）
第
１
８
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
３

０
年
准
看
護
師
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）

を
実
施
す
る
の
で
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行

規
則
（
昭
和
２
６
年
厚
生
省
令
第
３
４
号
）
第
１
９

条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
　
　

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠
　
　
　

１
　
試
験
期
日

　
　
平
成
３
０
年
２
月
８
日
（
木
）

　
　
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
３
０
分
ま
で

２
　
試
験
場
所

　
　
福
井
県
国
際
交
流
会
館
　
第
１
・
２
会
議
室

　
　
福
井
市
宝
永
３
丁
目
１
－
１

３
　
試
験
科
目

　
 　
人
体
の
仕
組
み
と
働
き
　
食
生
活
と
栄
養
　
薬

物
と
看
護
　
疾
病
の
成
り
立
ち
　
感
染
と
予
防
看

護
と
倫
理
　
患
者
の
心
理
　
保
健
医
療
福
祉
の
仕

組
み
　
看
護
と
法
律
　
基
礎
看
護
　
成
人
看
護
　

老
年
看
護
　
母
子
看
護
　
精
神
看
護

４
　
受
験
資
格

　
 　
試
験
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑺
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

　
⑴
 　
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大

臣
の
指
定
し
た
学
校
に
お
い
て
２
年
の
看
護
に

関
す
る
学
科
を
修
め
た
者
（
平
成
３
０
年
３
月

ま
で
に
修
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

　
⑵
 　
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
従
い
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
准

看
護
師
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
（
平
成
３
０
年

３
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。

）

　
⑶
 　
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大

臣
の
指
定
し
た
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（

短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
看
護
師
に
な

る
た
め
に
必
要
な
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

（
平
成
３
０
年
３
月
ま
で
に
修
業
す
る
見
込
み

の
者
を
含
む
。
）

　
⑷
 　
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大

臣
の
指
定
し
た
学
校
に
お
い
て
３
年
以
上
看
護

師
に
な
る
た
め
に
必
要
な
学
科
を
修
め
た
者
（

平
成
３
０
年
３
月
ま
で
に
修
業
す
る
見
込
み
の

者
を
含
む
。
）

　
⑸
 　
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
知

事
の
指
定
し
た
看
護
師
養
成
所
を
卒
業
し
た
者

（
平
成
３
０
年
３
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み

の
者
を
含
む
。
）

　
⑹
 　
外
国
の
看
護
師
学
校
を
卒
業
し
、
ま
た
は
外

国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
を
得
た
者
で
、
厚
生

労
働
大
臣
が
⑶
か
ら
⑸
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以

上
の
知
識
お
よ
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
者

　
⑺
 　
外
国
の
看
護
師
学
校
を
卒
業
し
、
ま
た
は
外
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国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
を
得
た
者
の
う
ち
、

⑹
に
該
当
し
な
い
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
基
準
に
従
い
、
都
道
府
県
知
事
が
適
当
と

認
め
た
者

　
　
 　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
福
井
県
准
看
護
師
試

験
受
験
資
格
認
定
の
手
続
お
よ
び
審
査
方
法
に

つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
※
 県
外
居
住
者
の
受
験
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
内

の
養
成
所
を
卒
業
ま
た
は
卒
業
見
込
み
の
者
、

も
し
く
は
資
格
取
得
後
速
や
か
に
福
井
県
内
に

就
職
す
る
者
の
み
と
す
る
。

５
　
受
験
手
続

　
 　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
県
内
に
住
所
を

有
す
る
者
ま
た
は
県
内
の
学
校
も
し
く
は
養
成
所

に
在
学
す
る
者
は
当
該
住
所
ま
た
は
学
校
も
し
く

は
養
成
所
を
所
管
す
る
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
、

こ
れ
ら
以
外
の
者
は
福
井
県
健
康
福
祉
部
地
域
医

療
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
 　
受
験
に
関
す
る
書
類
は
、
福
井
県
健
康
福
祉
部

地
域
医
療
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

　
⑴
 　
受
験
資
格
を
有
す
る
旨
を
証
明
す
る
書
類
（

４
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
は
学
校
の
修
業
証
明
書
も
し
く
は
修
業
見
込

証
明
書
ま
た
は
准
看
護
師
養
成
所
も
し
く
は
看

護
師
養
成
所
の
卒
業
証
明
書
も
し
く
は
卒
業
見

込
証
明
書
、
４
の
⑹
ま
た
は
⑺
に
該
当
す
る
者

は
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
旨
を
証
明
す
る
書
類
）

　
　
　
１
通

　
　
 　
な
お
、
修
業
見
込
証
明
書
ま
た
は
卒
業
見
込

証
明
書
を
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
卒
業
後

速
や
か
に
修
業
証
明
書
ま
た
は
卒
業
証
明
書
を

提
出
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
写
真
（
出
願
前
６
か
月
以
内
に
脱
帽
の
上
半

身
像
を
正
面
か
ら
撮
影
し
た
写
真
で
、
大
き
さ

が
縦
６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
お
よ
び
横
４
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
し
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影

年
月
日
お
よ
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
１

葉
を
写
真
台
紙
（
受
験
願
書
）
に
貼
り
付
け
、

撮
影
年
月
日
、
氏
名
お
よ
び
卒
業
養
成
所
名
を

記
載
す
る
こ
と
。

６
　
試
験
手
数
料

　
 　
試
験
手
数
料
６
，
９
０
０
円
分
の
福
井
県
証
紙

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）
を
受
験
願
書
に
貼
り
付

け
る
こ
と
。

　
 　
な
お
、
出
願
書
類
の
提
出
後
は
、
試
験
手
数
料

の
返
還
は
し
な
い
。

７
　
受
験
願
書
の
提
出
期
間

　
 　
平
成
３
０
年
１
月
４
日
（
木
）
か
ら
同
年
１
月

１
０
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午

後
５
時
１
５
分
ま
で

　
 　
た
だ
し
、
受
験
願
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
必
ず

書
留
郵
便
で
行
い
、
平
成
３
０
年
１
月
１
０
日
（

水
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け

る
。

８
　
受
験
票
の
交
付

　
 　
受
験
願
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
番
号
を
  

記
載
し
た
受
験
票
を
交
付
す
る
。

９
　
合
格
者
の
発
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
 　
合
格
者
の
発
表
は
、
平
成
３
０
年
３
月
１
２
日

（
月
）
午
前
１
０
時
に
そ
の
受
験
番
号
を
福
井
県

庁
１
階
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
福
井
県
健

康
福
祉
部
地
域
医
療
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

す
る
。
電
話
等
に
よ
る
問
合
せ
に
は
応
じ
な
い
。

10　
合
格
証
書
の
交
付

　
 　
試
験
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る

。
た
だ
し
、
学
校
、
准
看
護
師
養
成
所
ま
た
は
看

護
師
養
成
所
を
平
成
３
０
年
３
月
ま
で
に
卒
業
す

る
見
込
み
の
者
で
修
業
証
明
書
ま
た
は
卒
業
証
明

書
に
代
え
て
修
業
見
込
証
明
書
ま
た
は
卒
業
見
込

証
明
書
を
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
年
３
月

３
０
日
（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
修
業
証
明
書
ま

た
は
卒
業
証
明
書
を
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
合

格
証
書
を
交
付
す
る
。

11　
試
験
結
果
の
開
示

　
 　
こ
の
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
４
年
条
例
第
６
号
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
書
面
で
開
示
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
ほ
か
、
次
の
手
続
に
よ
り
口
頭
で
開
示

を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
⑴
　
開
示
の
内
容
お
よ
び
請
求
手
続

　
　
①
　
口
頭
で
開
示
を
請
求
で
き
る
者
　
　
　
　

　
　
　
　
 平
成
３
０
年
准
看
護
師
試
験
受
験
者
本
人

（
代
理
人
は
不
可
）

　
　
②
　
開
示
内
容

　
　
　
　
個
人
の
総
合
得
点

　
　
③
　
開
示
期
間

　
　
　
　
合
格
発
表
日
か
ら
１
か
月
間

　
　
④
　
開
示
場
所
お
よ
び
時
間

　
　
　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
　
 　
福
井
県
健
康
福
祉
部
地
域
医
療
課
（
福
井

県
庁
３
階
）

　
　
　
 　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
（
合
格
発
表
日
は
午
前
１
０
時
か
ら
午

後
５
時
１
５
分
ま
で
）
た
だ
し
、
土
曜
日
、

日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
⑤
　
持
参
物

　
　
　
 　
受
験
票
ま
た
は
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
も
の

12　
そ
の
他

　
 　
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、

福
井
県
健
康
福
祉
部
地
域
医
療
課
（
福
井
市
大
手

３
丁
目
１
７
－
１
　
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０

３
４
５
）
ま
た
は
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
あ
て
に

行
う
。

　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
バ
ロ
ー
国
高
店

　
　
越
前
市
国
高
一
丁
目
２
番
地
２

２
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
バ
ロ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

　
　
代
表
取
締
役
　
田
代
　
正
美

　
　
岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
１
８
０
番
地
の
１

３
 　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
主

な
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
バ
ロ
ー

　
　
代
表
取
締
役
　
田
代
　
正
美

　
　
岐
阜
県
多
治
見
市
大
針
町
６
６
１
番
地
の
１

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
平
成
３
０
年
５
月
２
３
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
４
３
４
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
１
０
７
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
①
４
０
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
３
０
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
①
２
６
０
㎡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
６
０
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
３
３
㎥

１
 ０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
１
０
時

１
 １
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
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時
間
帯

　
 　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
１
０
時
３
０
分
ま

で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
４
か
所

１
 ３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
①
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

　
　
②
午
前
１
時
か
ら
午
前
６
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
２
９
年
９
月
２
２
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
⑵
　
越
前
市
府
中
１
丁
目
２
番
３
号

　
　
　
越
前
市
産
業
環
境
部
商
業
・
観
光
振
興
課

１
 ６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間

帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
 　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま

で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
井
北
店

　
　
福
井
市
高
柳
２
丁
目
１
１
０
１
番
地

２
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

　
　
茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
１
３
番
２
０
号

３
　
変
更
し
た
事
項

　
⑴
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
　
（
変
更
前
）

　
　
　
（
仮
称
）
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
井
北
高
柳
店

　
　
 　
福
井
市
市
場
周
辺
土
地
区
画
整
理
事
業
１
２

４
街
区
１
　
外
５
筆

　
　
　
（
変
更
後
）

　
　
　
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
井
北
店

　
　
　
福
井
市
高
柳
２
丁
目
１
１
０
１
番
地

　
⑵
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者

の
氏
名

　
⑶
 　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
（
変
更
前
）

　
　
　
株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

　
　
　
代
表
取
締
役
　
井
川
　
留
雄

　
　
　
茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
１
３
番
２
０
号

　
　
　
（
変
更
後
）

　
　
　
株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

　
　
　
代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

　
　
　
茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
１
３
番
２
０
号

４
　
変
更
の
年
月
日

　
　
３
⑴
 
名
称
　
平
成
２
２
年
３
月
１
１
日

　
　
　
　
　
所
在
地
　
平
成
２
５
年
９
月
２
日

　
　
３
⑴
⑵
 
平
成
２
６
年
６
月
２
３
日

５
　
変
更
の
理
由

　
 　
３
⑴
名
称
は
正
式
決
定
の
た
め
、
所
在
地
は
換

地
処
分
の
公
告
に
よ
り
正
式
決
定
の
た
め

　
　
３
⑵
⑶
代
表
者
変
更
の
た
め

６
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
２
９
年
９
月
２
１
日

７
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
⑵
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
０
番
１
号

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

８
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
 　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま

で

９
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
越
前
店

　
　
越
前
市
瓜
生
町
２
３
字
松
田
１
番
１
外
１
４
筆

２
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

　
　
茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
１
３
番
２
０
号

３
　
変
更
し
た
事
項

　
⑴
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者

の
氏
名

　
⑵
 　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
（
変
更
前
）

　
　
　
株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

　
　
　
代
表
取
締
役
　
井
川
　
留
雄

　
　
　
茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
１
３
番
２
０
号

　
　
　
（
変
更
後
）

　
　
　
株
式
会
社
関
西
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

　
　
　
代
表
取
締
役
　
杉
本
　
正
彦

　
　
　
茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
１
３
番
２
０
号

４
　
変
更
の
年
月
日

　
　
平
成
２
６
年
６
月
２
３
日

５
　
変
更
の
理
由

　
　
代
表
者
変
更
の
た
め

６
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
２
９
年
９
月
２
１
日

７
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
⑵
　
越
前
市
府
中
１
丁
目
２
番
３
号

　
　
　
越
前
市
産
業
環
境
部
商
業
・
観
光
振
興
課

８
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
 　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま

で

９
　
意
見
書
の
提
出
先
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福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
 　
サ
ニ
ー
マ
ー
ト
南
店
・
ド
ラ
ッ
グ
ユ
タ
カ
若
狭

高
浜
店

　
 　
大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
８
６
字
南
汐
入
１
４
番
地

の
２
　
他
１
２
筆

２
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

　
　
サ
ニ
ー
マ
ー
ト
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
高
田
　
明

　
　
大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
第
８
６
号
５
番
地
１

３
　
変
更
し
た
事
項

　
⑴
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
お

よ
び
住
所
な
ら
び
に
代
表
者
の
氏
名

　
⑵
 　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
代
表
者
の
氏

名

　
　
　
（
変
更
前
）

　
　
　
株
式
会
社
タ
カ
ダ
フ
ー
ズ

　
　
　
代
表
取
締
役
　
高
田
　
長
蔵

　
　
　
大
飯
郡
高
浜
町
三
明
２
号
２
１
番
地

 
⑵
 
委
託
区
域
の
概
要

　
　
ア
　
委
託
区
域

　
　
　
 　
坂
井
農
林
総
合
事
務
所
管
内
に
お
け
る
県

有
林

　
　
イ
　
委
託
区
域
の
面
積

　
　
　
　
８
５
５
ｈ
ａ
（
２
７
事
業
地
）

 
⑶
　
委
託
期
間

　
　
 　
契
約
の
日
か
ら
平
成
３
４
年
３
月
３
１
日
ま

で

　
⑷
　
委
託
業
務
内
容

　
　
　
次
の
ア
か
ら
エ
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
 　
な
お
、
業
務
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は

、
県
有
林
包
括
業
務
委
託
事
業
仕
様
書
を
基
本

と
し
、
技
術
・
施
業
提
案
書
の
内
容
を
受
け
て

最
終
的
に
決
定
す
る
。

　
　
ア
 　
委
託
区
域
内
の
県
有
林
に
お
け
る
事
業
終

了
ま
で
の
施
業
方
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に

、
当
面
５
年
間
の
間
伐
等
の
森
林
施
業
お
よ

び
間
伐
材
生
産
、
路
網
整
備
（
以
下
「
森
林

施
業
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
森
林
経
営
計

画
を
策
定
し
て
市
町
長
等
の
認
定
を
受
け
る

こ
と
。
ま
た
、
当
該
計
画
の
進
捗
を
管
理
す

る
こ
と
。

　
　
イ
 　
森
林
経
営
計
画
に
基
づ
く
、
森
林
施
業
等

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
実
施
に
必
要
と
な

る
現
場
調
査
、
現
場
監
督
を
行
う
こ
と
。

　
　
ウ
 　
森
林
作
業
道
等
の
維
持
・
管
理
を
行
う
こ

と
。
（
た
だ
し
、
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
工

事
等
は
除
く
。
）

　
　
エ
 　
委
託
区
域
内
の
県
有
林
に
お
け
る
巡
視
、

施
業
境
杭
の
保
全
を
行
う
こ
と
。

　
⑸
　
委
託
料
の
限
度
額

　
　
 　
県
は
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当

該
業
務
に
必
要
な
経
費
（
以
下
「
事
業
費
」
と

い
う
。
）
か
ら
受
託
者
が
受
領
す
る
補
助
金
等

相
当
額
（
造
林
補
助
金
等
）
を
差
し
引
い
た
額

を
委
託
料
と
し
て
支
払
う
こ
と
と
し
、
そ
の
限

　
　
　
（
変
更
後
）

　
　
　
サ
ニ
ー
マ
ー
ト
株
式
会
社

　
　
　
代
表
取
締
役
　
高
田
　
明

　
　
　
大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
第
８
６
号
５
番
地
１

４
　
変
更
の
年
月
日

　
　
平
成
２
９
年
９
月
７
日

５
　
変
更
の
理
由

　
 　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
お
よ
び
当
該

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の

名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
代
表
者
の
変
更
に
よ

る
。

６
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
２
９
年
９
月
２
２
日

７
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
⑵
　
大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
８
６
－
２
３
－
２

　
　
　
高
浜
町
産
業
振
興
課

８
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
 　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま

で

９
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

　
　

　
福
井
県
県
有
林
包
括
業
務
委
託
（
坂
井
地
区
）
に

係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
へ
の
参
加
者
募
集
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

１
　
業
務
概
要

　
⑴
　
委
託
業
務
名

　
　
 　
福
井
県
県
有
林
包
括
業
務
委
託
（
坂
井
地
区

）

度
額
は
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。
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（
単
位
：
千
円
）

平
成
29年
度
平
成
30年
度
平
成
31年
度
平
成
32年
度
平
成
33年
度

合
計

882
3,875

4,380
3,974

4,969
18,080

※
　
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
額
を
含
む
。

２
　
参
加
資
格

　
 　
公
募
に
参
加
で
き
る
事
業
者
は
、
次
の
⑴
ア
か

ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
⑵
ア

か
ら
コ
ま
で
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。

 
⑴
 
ア
 　
民
間
林
業
事
業
者
（
注
１
）
お
よ
び
森

林
組
合
で
構
成
さ
れ
、
素
材
生
産
お
よ
び

路
網
整
備
に
従
事
す
る
者
を
表
１
の
人
員

数
確
保
で
き
る
「
共
同
企
業
体
（
注
２
）

」

　
　
　
イ
 　
民
間
林
業
事
業
者
（
注
１
）
で
構
成
さ

れ
、
素
材
生
産
お
よ
び
路
網
整
備
に
従
事

す
る
者
を
表
１
の
人
員
数
確
保
で
き
る
「

共
同
企
業
体
（
注
２
）
」

　
　
　
ウ
 　
素
材
生
産
お
よ
び
路
網
整
備
に
従
事
す

る
者
を
表
１
の
人
員
数
確
保
で
き
る
「
林

業
関
係
団
体
（
注
３
）
」
、
も
し
く
は
林

業
関
係
団
体
を
構
成
員
に
含
む
「
共
同
企

業
体
（
注
２
）
」

　
　
　
　
 　
た
だ
し
、
森
林
組
合
を
会
員
と
す
る
林

業
関
係
団
体
が
参
加
す
る
場
合
は
、
民
間

林
業
事
業
者
ま
た
は
民
間
林
業
事
業
者
を

会
員
と
す
る
林
業
関
係
団
体
と
の
連
携
を

基
本
と
す
る
。

　
　
　
 （
表
１
）
素
材
生
産
お
よ
び
路
網
整
備
に
従

事
す
る
技
術
者
数素
材
生
産

路
網
整
備

技
術
者
数

２
人
以
上

１
人
以
上

　
　
　
（
注
１
 ）
民
間
林
業
事
業
者
と
は
、
森
林
組

合
以
外
の
民
間
林
業
事
業
者

　
　
　
　
　
　
 　
た
だ
し
、
森
林
組
合
お
よ
び
森
林

　
　
　
ウ
 　
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２

２
５
号
）
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
、
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年

法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生

手
続
開
始
の
申
立
て
、
ま
た
は
破
産
法
（

平
成
１
６
年
法
律
第
７
５
号
）
の
規
定
に

よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ

て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

　
　
　
エ
 　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７

７
号
）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力

団
ま
た
は
そ
の
利
益
と
な
る
活
動
を
行
う

者
で
な
い
こ
と
。

　
　
　
オ
 　
労
働
保
険
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
お

よ
び
雇
用
保
険
を
い
う
。
）
お
よ
び
社
会

保
険
（
健
康
保
険
お
よ
び
厚
生
年
金
保
険

を
い
う
。
）
に
加
入
し
、
か
つ
、
保
険
料

の
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
カ
 　
本
店
、
支
店
お
よ
び
営
業
所
等
が
国
税

ま
た
は
地
方
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

　
　
　
キ
 　
福
井
県
森
林
整
備
工
事
契
約
に
係
る
指

名
停
止
等
の
措
置
要
領
に
基
づ
く
知
事
の

指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。
ま
た
は
措
置
要
件
に
該
当
す

る
事
実
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
ク
 　
当
該
業
務
の
実
施
に
必
要
な
資
格
を
有

す
る
者
を
一
定
数
以
上
雇
用
し
て
い
る
者

で
あ
る
こ
と
。
（
業
務
管
理
者
１
名
以
上

、
専
門
技
術
者
１
名
以
上
、
技
術
作
業
員

１
名
以
上
を
有
す
る
共
同
企
業
体
も
し
く

は
林
業
関
係
団
体
）

　
　
　
ケ
 　
１
募
集
に
つ
き
、
共
同
企
業
体
の
構
成

員
が
、
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し

て
重
複
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
　
　
コ
　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３
　
提
案
事
項

組
合
を
会
員
と
す
る
林
業
関
係
団
体

の
役
員
お
よ
び
職
員
で
構
成
す
る
法

人
等
は
除
く
。

　
　
　
（
注
２
 ）
構
成
員
の
う
ち
１
者
以
上
が
福
井

県
森
林
整
備
工
事
入
札
参
加
資
格
者

（
注
４
）
、
森
づ
く
り
隊
（
注
５
）

、
認
定
事
業
体
（
注
６
）
い
ず
れ
か

の
登
録
・
認
定
を
受
け
て
い
る
共
同

企
業
体

　
　
　
（
注
３
 ）
福
井
県
森
林
整
備
工
事
入
札
参
加

資
格
者
（
注
４
）
、
森
づ
く
り
隊
（

注
５
）
、
認
定
事
業
体
（
注
６
）
い

ず
れ
か
の
登
録
・
認
定
を
受
け
て
い

る
団
体

　
　
　
（
注
４
 ）
森
林
整
備
工
事
の
請
負
契
約
に
係

る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（

平
成
２
０
年
１
月
２
９
日
福
井
県
告

示
第
５
０
号
）
の
第
６
の
（
２
）
に

規
定
す
る
森
林
整
備
工
事
入
札
参
加

資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

　
　
　
（
注
５
 ）
森
づ
く
り
隊
構
成
員
認
定
要
領
（

平
成
２
０
年
４
月
１
日
県
材
第
３
３

９
号
）
の
第
３
の
２
に
基
づ
く
、
県

の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

　
　
　
（
注
６
 ）
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
８
年
法
律
第
４
５

号
）
の
第
５
条
に
基
づ
き
、
雇
用
管

理
の
改
善
お
よ
び
事
業
の
合
理
化
に

取
り
組
む
内
容
の
改
善
計
画
を
作
成

し
、
県
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

 
⑵
　
ア
 　
包
括
業
務
の
受
託
に
よ
り
、
個
人
有
林

の
整
備
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
森
林
施
業
・

管
理
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
者
で
あ
る
こ

と
。
（
こ
れ
ま
で
の
個
人
有
林
か
ら
の
間

伐
材
生
産
量
を
維
持
で
き
る
者
）

　
　
　
イ
 　
福
井
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く
、

ま
た
は
置
こ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
印
　
刷
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
発
　
行
　
印
刷
人
　
〒
九
一
〇

-

〇
八
五
八
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
十
五

-

二
十
七
　
㈱
竹
下
印
刷
所
　
☎
㉔
二
二
二
一
番

坂
井
地
区
）
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
募
集

要
領
」
に
よ
る
。

６
　
S
u
m
m
ary

 
⑴
 　
C
o
n
sig
n
m
e
n
t b
u
sin
e
ss n

a
m
e
 a
n
d
 

q
u
an
tity

　
　
 　
F
u
k
u
i p
refectu

re forests com
p
reh
en
siv
e 

ou
tsorcin

g
 con
sig
n
m
en
t zon

e

　
　
　
855h

a(27 p
roject sites)

　
⑵
 　
D
ead
lin
e for su

b
m
ission

 of p
articip

ation
 

statem
en
t

　
　
　
p
m
 to 5:00 on

 n
ov
em
b
er 10,2017

　
⑶
 　
D
ead
lin
e for su

b
m
ission

 of tech
n
ical 

an
d
 forest silv

icu
ltu
ral p

rop
osal

　
　
　
p
m
 to 5:00 on

 n
ov
em
b
er 27,2017

　
⑷
　
N
am
e an
d
 ad
d
ress of th

e d
ep
artm

en
ts

　
　
　
F
u
k
u
i p
refectu

ral S
ak
ai A
g
ricu
ltu
re

　
　
an
d
 F
orestry

 G
en
eral O

ffi
ce

　
　
　
17-45,M

izu
i M
ik
u
n
i-tow

n
,S
ak
ai-city

,

　
　
fu
k
u
i-p
refectu

re,913-8511,Jap
an

　
　

　
小
舟
渡
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
２
９
年
３
月
３
１
日

に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
田
　
芳
雄
　
永
平
寺
町
藤
巻
３
４
－
１
０

理
　
事
　
田
原
　
伊
紀
　
永
平
寺
町
市
荒
川
２
７
－
４

理
　
事
　
朝
井
　
昭
　
　
永
平
寺
町
中
島
５
－
６

理
　
事
　
南
部
　
金
伸
　
永
平
寺
町
竹
原
９
－
２
３

理
　
事
　
南
部
　
利
信
　
永
平
寺
町
石
上
１
５
－
６
７
－
２

理
　
事
　
鈴
木
　
信
一
　
永
平
寺
町
栗
住
波
２
９
－
７
－
１

理
　
事
　
山
田
　
治
一
　
永
平
寺
町
清
水
７
－
６
３

理
　
事
　
嶋
田
　
義
榮
　
永
平
寺
町
大
野
島
６
－
１
８

理
　
事
　
齋
藤
　
一
　
　
永
平
寺
町
市
右
エ
門
島
６
－
１
９

理
　
事
　
浅
野
　
敬
一
　
永
平
寺
町
山
王
１
７
－
４
５
－
２

理
　
事
　
鈴
木
　
武
徳
　
永
平
寺
町
大
月
２
０
－
２
７

理
　
事
　
前
田
　
昭
一
　
永
平
寺
町
牧
福
島
２
３
－
３
５

理
　
事
　
二
口
　
青
　
　
永
平
寺
町
浅
見
３
６
－
２
－
１

理
　
事
　
下
野
　
震
介
　
永
平
寺
町
野
中
１
５
－
３
－
１

理
　
事
　
佐
藤
　
弘
一
　
永
平
寺
町
北
島
７
－
１
７
－
１

監
　
事
　
黒
田
　
一
男
　
永
平
寺
町
大
月
１
７
－
２
０

監
　
事
　
反
保
　
重
一
　
永
平
寺
町
中
島
７
－
２
２
－
１

監
　
事
　
近
藤
　
繁
和
　
永
平
寺
町
市
右
エ
門
島
６
－
１
８

　
　

　
小
舟
渡
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
２
９
年
４
月
１
日
に

役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
平
成
２
９
年
１
０
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　

理
　
事
　
南
部
　
鉄
男
　
永
平
寺
町
藤
巻
４
９
－
４
－
３

理
　
事
　
田
原
　
伊
紀
　
永
平
寺
町
市
荒
川
２
７
－
４

理
　
事
　
朝
井
　
昭
　
　
永
平
寺
町
中
島
５
－
６

理
　
事
　
酒
井
　
俊
文
　
永
平
寺
町
竹
原
１
９
－
１
２

理
　
事
　
南
部
　
義
信
　
永
平
寺
町
石
上
２
－
２
８

理
　
事
　
鈴
木
　
信
一
　
永
平
寺
町
栗
住
波
２
９
－
７
－
１

理
　
事
　
山
田
　
正
矩
　
永
平
寺
町
清
水
６
－
３
３

理
　
事
　
鈴
木
　
秀
雄
　
永
平
寺
町
大
野
島
６
－
２
７

理
　
事
　
齋
藤
　
一
　
　
永
平
寺
町
市
右
エ
門
島
６
－
１
９

理
　
事
　
鈴
木
　
和
雄
　
永
平
寺
町
山
王
１
９
－
１
０

理
　
事
　
鈴
木
　
武
徳
　
永
平
寺
町
大
月
２
０
－
２
７

理
　
事
　
前
田
　
昌
主
　
永
平
寺
町
牧
福
島
１
９
－
３
２

理
　
事
　
酒
井
　
正
二
　
永
平
寺
町
浅
見
３
７
－
１

理
　
事
　
下
野
　
震
介
　
永
平
寺
町
野
中
１
５
－
３
－
１

理
　
事
　
佐
藤
　
弘
一
　
永
平
寺
町
北
島
７
－
１
７
－
１

監
　
事
　
南
部
　
金
伸
　
永
平
寺
町
竹
原
９
－
２
３

監
　
事
　
山
岸
明
与
市
　
永
平
寺
町
栗
住
波
２
７
－
２
４

監
　
事
　
鈴
木
　
護
　
　
永
平
寺
町
牧
福
島
２
９
－
２
３

　
 　
委
託
区
域
に
お
け
る
事
業
（
経
営
）
方
針
、
間

伐
を
主
体
と
す
る
森
林
施
業
等
、
木
材
の
活
用
お

よ
び
管
理
業
務
の
実
施
方
針
、
手
法
、
体
制
お
よ

び
実
施
計
画
等
と
す
る
。

４
　
手
続
等

 
⑴
　
担
当
部
局

　
　
　
〒
９
１
３
－
８
５
１
１

　
　
　
坂
井
市
三
国
町
水
居
１
７
－
４
５

　
　
　
福
井
県
坂
井
農
林
総
合
事
務
所
林
業
部

　
　
　
林
業
・
木
材
活
用
課

　
　
　
電
話
番
号
　
　
0776-81-3223

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
　
0776-82-8134

　
　
　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　
　
　
sak
a-n
oso-rin

g
y
o@
p
ref.fu

k
u
i.lg
.jp

　
⑵
　
募
集
要
領
の
交
付
期
間

　
　
 　
当
該
業
務
委
託
に
係
る
募
集
要
領
を
公
告
の

日
か
ら
平
成
２
９
年
１
１
月
１
０
日
（
金
）
午

後
５
時
ま
で
、
担
当
部
局
ま
た
は
県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
お
い
て
交
付
す
る
。

　
⑶
 　
参
加
表
明
書
の
提
出
期
限
な
ら
び
に
提
出
場

所
お
よ
び
方
法

　
　
ア
　
提
出
期
限

　
　
　
 　
平
成
２
９
年
１
１
月
１
０
日
（
金
）
午
後

５
時
ま
で

　
　
イ
　
提
出
方
法

　
　
　
 　
担
当
部
局
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送
に
よ
る

。

　
⑷
 　
技
術
・
施
業
提
案
書
の
提
出
期
限
な
ら
び
に

提
出
場
所
お
よ
び
方
法

　
　
ア
　
提
出
期
限

　
　
　
 　
平
成
２
９
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
午
後

５
時
ま
で

　
　
イ
　
提
出
方
法

　
　
　
 　
担
当
部
局
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送
に
よ
る

。

５
　
そ
の
他

　
 　
詳
細
は
、
「
福
井
県
県
有
林
包
括
業
務
委
託
（


